
売　文　契　釣　暮

丁主　調手洗　玉串　　　（以下甲という）と

売主　有限会社　二光重義　（以下乙という）は

下記の条件によりフェロシルトを土地達成、路盤強化の眉的で九★し、本契約暮を

ヰ結する。

辛一条（受渡し場所）

殉漁斬
★ニ集（価格）

一事（10t）r‾‾‾　円也（但し、遭責は別個金とする。）

★三条（支払条件）

月末＃切要月末頚虚名いとする。

寺四条（品tにれする乙の暮任範習）

乙が販売するフェロシルトの晶責に起因し発生する事項については、乙の

兼任に於いて♯決を卓るものとする。

但し、土地造成の施工技績上等、又、乙和めていない用途に詳しての覇癒

を尊固とする事壌についてはこの取りではない。

半玉集（取引期叩）

本契劇の書劫期恥ま、平み声年g月／・0日より平成／¢卑／止月ユび日
とする。

事大集（信暮一郎

本契1引こ■づき甲は遅＃なくフェロシルトを乙より丈取り、生産会社、仕入

先尊に疑義が生じないようにする。

又、本契約に定めない事丸善しくは疑暮を生じた事項については、甲、乙

練暮をもって協暮し鰯決するものとする。

以上の契約を狂する▲、本■2遷を作成し、甲、乙各1遥を保鶉する。

平成14年　〆月

乙　春日井市篠木町7丁目2372事地2

青嵐会社　二　光　産　業

取ヰ役　　浅野償之

＿確　約　書

今臥フェロシルトを取り扱う事について、下記の遷り遵守致します。
配

1・近麟の住居・地糠割こ対して、迷惑・書冊卜切－いものとし、万一、有った場合
は・塞方にて一切の処理を致し章す。

2・行融こ対しては、幾方にて一切の対処をし、軌先に－ト切迷惑を掛けない。
3・取り決め全書以外の書承はしない。

以上上記製品を取り扱う事により上記事項を遵守し、以敵陣並びに鳩申立は
一切無い事をここに書面を以って確約致します。

レ　　　　平射4年首月グ日

【着服会社　二光塵暮　鱒
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